
    

 

 

平成23年6月9日に、公害等調整委員会が都道府県公害審査会長との情報・意見交換等によ

り公害紛争処理制度の円滑な運営を図るため開催した「第41回公害紛争処理連絡協議会」の

中から、大内捷司公害等調整委員会委員長による開会のあいさつ、香川弘明前公害等調整委

員会事務局長による全国の公害紛争処理の概況報告等、中杉修身元上智大学大学院地球環境

学研究科教授、吉田光寿公害等調整委員会事務局審査官、佐野善房千葉県公害審査会会長代

理、須須木永一神奈川県公害審査会会長の講演の内容を加筆修正したものです。 
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１  冒頭あいさつ 

本日はお忙しい中、遠路、「公害紛争処理

連絡協議会」にご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。公害等調整委員会の

委員長の大内でございます。どうぞよろしく

お願いします。 

まず始めに、３月の東日本大震災で被害に

遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げま

す。個人的なことになりますが、私も東北の

出身でございます。皆様と手を相携えて、一

日も早い復興に向け、献身致したいと存じま

す。 

さて、本協議会は、各都道府県公害審査会

等の会長・委員の皆様、及び、公害紛争処理

制度を担当する各都道府県の事務局の方を対

象として、公害紛争に関する情報・意見の交

換を行うことにより、公害紛争処理制度に関

し共通の理解を持ち、その円滑な運営を図る

ことを目的として開催させていただいており

ます。 

本日の協議会が、有益な情報共有・意見交

換の場となりますよう、期待申し上げており

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

２ 公害紛争処理制度の意義と課題 

(1) 公害紛争処理制度の意義 

公害紛争処理制度は、1970年（昭和45年）

に導入されました。昨年は、制度発足40年の

節目の年となりましたが、公害等調整委員会

は、1972年（昭和47年）に中央公害審査委員

会が改組されて設立されましたので、来年に

は創立40年を迎えることとなります。 

この間、公害紛争処理制度は、公害に関す

る専門的知見を活用し、職権主義の要素を加

えた柔軟な手続等により、国民に迅速・適正

な紛争解決手段を提供してまいりました。こ

の手続は、裁判外紛争解決手続、いわゆるＡ

ＤＲの理念に照らして、重要な意義を有して

いるものと考えております。 

第４１回公害紛争処理連絡協議会から 

 



(2) 公害紛争処理制度の課題 

一方、40年という年月の経過に伴い、公害

紛争処理制度を取り巻く状況は大きく変化し

ています。 

かつて深刻であった産業型の公害による被

害は、政府、地方公共団体や企業などの努力

によって大きく減尐する一方、近年は、廃棄

物に関する問題、低周波音に関する問題、比

較的小規模な生活騒音の問題など、以前とは

異なる態様の公害に関する紛争が多く係属す

る傾向にあります。 

また、裁判所においても、近年、裁判の迅

速化に向けた取組など、国民が利用しやすい

司法の実現に向けた様々な取組が試みられて

おります。 

こうした中、公害紛争処理制度についても、

制度の特長を生かし、時々の社会情勢やニー

ズに対応して、国民にとって利用しやすく有

用な制度になるよう、努力していく必要があ

ります。 

(3) 公害等調整委員会の取組 

当委員会では、紛争の性質に応じて、公害

紛争処理制度が適切に活用され、紛争の適正

な解決につながるよう、近年、制度の利用を

促進するための取組を行っております。 

一点目は、現地期日の開催です。 

東京から離れたところに在住する当事者が、

裁定手続をはじめとする、公害等調整委員会

の手続を利用する際の負担の軽減を図るため、

審問期日等を被害発生地など東京の審問廷以

外の場所で開催する取組を実施しており、こ

れを現地期日と呼んでおります。平成22年度

は、延べ20回の現地期日を各地で開催いたし

ました。 

今年度は、なお一層、現地期日を積極的に

開催してまいりたいと考えております。 

二点目は、事件調査の充実です。 

紛争解決に必要となる調査を紛争処理機関

自ら実施することは、民事訴訟による紛争処

理と比べた場合、公害紛争処理制度の大きな

特長を成すものであり、引き続き、適時適切

に実施してまいりたいと考えております。 

三点目は、制度の周知・広報です。 

公害紛争処理制度が、必要に応じて適切に

活用されるためには、制度の認知度を高める

ことが必要であります。私どもは、引き続き、

市区町村・弁護士会・裁判所・法テラスなど

の関係機関や、国民に対する制度の周知・広

報に努めてまいります。 

なお、このような取組などによりまして、

平成22年度の公害等調整委員会における事件

の新規受付件数は27件と、大幅に増加した21

年度に引き続き、増加を続けております。

我々の努力が、一定の成果を上げつつあるも

のと考えております。 

(4) 公害苦情処理と公害紛争処理との連携 

その一方、これらの取組は今なお途上であ

り、更なる努力の継続が必要であると考えて

おります。今後の課題の一つとして、公害苦

情処理と公害紛争処理との連携の強化、とい

うことが挙げられます。 

公害紛争は、まず、市区町村への公害苦情

の申立てという形で顕在化することが多いか

と思いますが、苦情や紛争の内容や状況に応

じて、適切な解決手段が提供されることが望

ましく、公害苦情処理による解決に限界があ

る案件については、公害紛争処理制度への移

行が円滑に行えるようにする必要があると考

えます。 

平成22年度、公害等調整委員会では、比較

的小規模な公害紛争事件の係属が増加してお

ります。市区町村の公害苦情処理の担当職員



から、当事者に対して、公害紛争処理制度

に関する情報提供が行われた結果、苦情処理

から紛争処理への移行が適切に行われたもの

も尐なくないと考えております。 

当委員会としては、このような比較的小規

模な事件も含めて、公害苦情処理による解決

になじまず、公害紛争処理制度が問題の解決

のために有用となる事件について、積極的に

処理してまいりたいと考えております。 

 

３ 都道府県へのお願い 

各都道府県の公害審査会等におかれまして

は、日々、調停事件の解決にご努力をいただ

いておりますが、各地域における公害苦情・

公害紛争の適正な解決のため、引き続き、積

極的な取組を是非、お願いできればと考えま

す。 

もし、調停事件等の処理に際してお困りが

生じた場合は、ご遠慮なく当方へご相談くだ

さい。特に、被害と原因行為との因果関係と

の存否を巡る争いのため、調停成立に向けた

話合いが困難になってしまっているケースな

どにおいては、積極的に当委員会における原

因裁定手続の活用をご検討いただければ、円

滑・適正な事件処理に資するものと存じます。 

一方でまた、類似の事件処理に有益な知見

をお持ちの場合も、当方にご教示いただけれ

ば、皆様と共に、より良い公害紛争処理制度

の運用に繋げていくことができるものと存じ

ます。 

 

４ 結び 

本日は、近年、化学物質を使用していた工

場等の施設の跡地利用に際して、土壌汚染問

題が顕在化するなど、土壌汚染に係る紛争が

増加していることにかんがみ、元・上智大学

大学院教授の中杉修身先生から、「土壌・地

下水汚染対策の基礎」というテーマで、ご講

演をいただきます。引き続いて、当委員会事

務局の審査官吉田光寿から、「原因裁定制度

の活用について」という演題で、講演を行う

こととしております。 

また、各都道府県での公害紛争処理に当た

っての参考としていただけるよう、千葉県公

害審査会の佐野善房会長代理、神奈川県公害

審査会の須須木永一会長から、それぞれの審

査会での調停事件処理のご経験について、ご

紹介いただく予定にしております。 

こうした講演などを通じて、皆様方と情報

の共有や意見交換を図り、国民にとって利用

しやすい公害紛争処理制度を目指すに当たっ

て、大いに参考になればと考えております。 

また、本日は、最後に意見交換の時間も設

けておりますので、是非、皆様からも積極的

なご発言をいただければ幸いでございます。 

それでは、本日は、どうぞよろしくお願い申

し上げます。

 


